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第44回（平成29年９月６日） 

○的井総務課長 それでは、定刻になりましたので、会議を始めます。 

 本日は、手塚委員、加藤委員、大滝委員が御欠席です。 

 以後の委員会会議の進行につきましては、堀部委員長にお願いいたします。 

○堀部委員長 ただいまから、第44回個人情報保護委員会を開会いたします。 

 本日の議題は１つです。 

 議題１、農業者年金基金（農業者年金業務等に関する事務 全項目評価書）の概要説明

につきまして、まず井上調査官から説明をお願いします。 

○井上調査官 それでは、説明いたします。 

 番号法等により行政機関の長等が特定個人情報ファイルを保有するときには、原則とし

て特定個人情報保護評価の実施が義務付けられます。また、当該特定個人情報ファイルに

ついて重要な変更を加えようとするときも、同様とされています。 

 独立行政法人農業者年金基金が実施する「農業者年金業務等に係る事務」については、

対象人数が30万人以上であり、全項目評価が義務付けられていることから、番号法第28条

第１項の規定に基づき、広く国民の意見を求めた上で委員会の承認を受けることが必要と

なります。 

 今般、平成29年９月５日付29独農年業第11号にて、独立行政法人農業者年金基金から当

委員会に対し、当該事務についての全項目評価書が提出されました。評価書の内容につい

て、議事運営規程第８条の規定に基づき、独立行政法人農業者年金基金の職員に御出席い

ただき、概要を説明していただくものです。 

 よろしくお願いします。 

○堀部委員長 ただいま井上調査官から説明がありましたとおり、農業者年金基金の職員

に会議に出席していただきますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○堀部委員長 それでは、出席を認めます。 

 全項目評価書の概要につきまして、農業者年金基金から御説明をお願いします。 

○農業者年金基金  委員長、それから、委員の皆様方、委員会事務局の皆様方には、日ご

ろより農業者年金基金の運営に当たりまして御指導・御支援をいただいておりますこと、

まずもって御礼を申し上げます。 

 当基金では、平成27年10月より地方公共団体情報システム機構より、基金が保有する被

保険者等の基本４情報により照会を行うマイナンバーの利用を開始したところです。今後、

マイナンバーによる情報提供ネットワークシステムを使用した情報連携について、これら

が年金加入者へのサービス向上等に資する施策であることから、所要の法令上の措置が行

われたことを前提として、準備が整い次第、平成30年３月に開始ができればと考えている

ところです。 

 評価書の詳細につきましては、担当から御説明をさせていただきたいと存じます。よろ



2 

 

しくお願いいたします。 

○農業者年金基金  資料１「農業者年金業務等に関する事務 全項目評価書」の３ページ

をご覧ください。 

 まず「１．特定個人情報ファイルを取り扱う事務」の概要です。 

 私ども農業者年金基金は「②事務の内容」に記載がありますが、農業者の老齢に関して

必要な年金給付事業を行う組織です。 

 中段に特定個人情報ファイルを取り扱う事務を記載しておりますが、資格審査の関係や

年金受給権の権利の審査業務に関して、個人番号の利用を考えております。 

 平成27年９月に地方公共団体情報システム機構から既に加入されている方の個人番号を

収録するための評価を受けておりますが、今般、御審議いただきます評価書につきまして

は、日本年金機構及び地方公共団体との情報連携に関する事務、そして、事後の評価とな

り誠に申し訳ございませんが、国税庁・地方税電子化協議会への法定調書データ等の提供

事務を追加しております。 

 「２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム」をご覧くださ

い。ここでは農業者年金業務において使用するシステムについて説明いたします。 

 農業者年金業務で使用するシステムについては、基幹となります農業者年金記録管理シ

ステムの他に個人番号を収録する住基連携システム、情報照会を行う中間サーバといった

形で構成されておりますが、本評価書では個人番号を取り扱うシステムについて記載して

おります。 

 まず、システム１、住基連携システムですが、既に評価を実施済みである地方公共団体

情報システム機構から基本４情報を使った個人番号の照会・収録に加えまして、年金加入

者や新規加入者の機関別符号を取得しまして、中間サーバへ連携する機能及び加入者の生

存情報を照会するための機能、また、源泉徴収票データ、支払報告書データに個人番号を

付加する機能について記載しております。 

 次のページをご覧ください。システム２、中間サーバでは、基金が保有している加入者・

新規加入者に関する符号を、情報提供ネットワークシステムを介して取得するための機能。

あと、符号を元に、情報提供ネットワークシステムを介して、基金の情報照会先でありま

す日本年金機構から国民年金被保険者情報の取得及び地方公共団体から地方税を取得する

ための機能について記載しております。 

 ６ページをご覧ください。このページでは、農業者年金業務における情報の流れを説明

しております。 

 この図の中のそれぞれの矢印は個人情報の流れを表しておりまして、赤色の矢印につい

ては、個人番号を含む特定個人情報の流れとなっております。 

 今回の評価の対象となる内容を順に説明いたします。 

 まず、新規加入者の個人番号の入手についてですが、図の下側にございます業務受託機

関から左の青色の線が上に伸びております。こちら２－①、３－①につきましては、年金
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加入者からの届出等を表しております。 

 届出等の電子データは、「農業者年金記録管理システム」と書かれた枠の中に「既存機

能」とありますが、この既存機能の届出書ファイルに登録され、今回、新たに追加する機

能になる新規機能の本人ファイル（作業用）に一時的に格納されます。 

 その後、ファイル転送機能により、住基連携システムの個人番号管理ファイルに転送い

たします。 

 個人番号を地方公共団体情報システム機構より取得するため、個人番号照会データをＤ

ＶＤにて住基サーバに移動しまして、専用回線において個人番号の照会を行った後、照会

結果を住基連携システムに収録を行って、個人番号の取得が完了になります。 

 情報連携による日本年金機構と市町村への情報照会につきましては、本人ファイルをも

とに作業ごとにバッチ処理にて中間サーバに情報照会要求を行うことにより、国民年金被

保険者の情報や、政策支援加入申込者について市町村への地方税の情報照会を行いまして、

中間サーバの情報連携ファイルに格納された後、農業者年金記録管理システムの新規機能

にあります情報照会ファイルに個人番号及び符号を含まない形で照会結果データを転送し

ます。 

 ここまでが新規加入についての一連の流れとなります。 

 年金裁定・給付事務に関してですが、下側の業務受託機関から左側を沿って農業者年金

基金に向かって伸びている青色の矢印、３－①になりますけれども、こちらは年金加入者

からの裁定請求に関する届出等を表しています。 

 年金裁定請求の審査により、受給資格要件を確認するために、届出書ファイルを元に、

バッチ処理を行いまして、中間サーバに地方税情報の情報照会要求を行います。 

 照会対象者が居住する市町村に対しまして、地方税情報の照会を行い、照会情報が住基

連携ファイルに登録された後、個人番号及び符号を含まない情報照会結果データを情報照

会ファイルに転送いたします。 

 最後に、国税庁及び地方税電子化協議会への法定調書データ等の提供につきまして、図

の上の左側にあります農業者年金記録管理システムによって、バッチ処理で作成されまし

た個人番号を含まない法定調書データ、支払報告書データに、右上の住基連携システムで

個人番号を追加し、暗号化を行った後、国税庁及び地方税電子化協議会に提供いたします。  

 年金支払データ及び掛金徴収データの流れにつきましては、３－⑪、３－⑫に表してお

ります。 

 リスク対策についてですが、地方公共団体情報システム機構との接続につきましては専

用線にて行い、情報提供ネットワークシステムとの接続につきましては基金と農水省間を

専用線で結びまして、通信の暗号化等の高度なセキュリティーを維持した政府共通ネット

ワークを利用した上で、安全性を確保したいと考えております。 

 また、国税庁・地方税電子化協議会へのＤＶＤによる提供についてですが、事前にシス

テム運用管理者の承認を得まして、暗号化した上で媒体に格納し、鍵のかかる鞄に入れ搬
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送することとしております。 

 ログの確認についてですが、ＯＳへのログインにつきましては、ＯＳのセキュリティー

ログ、また、システムのログインにつきましてはアプリケーションログ、データベースの

接続についてはＳＱＬログや、国税庁・地方税電子化協議会の提供データ作成に関しまし

てはバッチ処理のデータや、電子記録媒体の使用状況について確認を行います。 

 また、総務省提供のアプリケーションに用意されておりますログについては中間サーバ

が総務省から提供いただいておりますシステムを使うこととしており、これをカスタマイ

ズして使うものですが、こちらにあらかじめログの収集機能というものがございます。こ

ちらのほうを毎月１回、実際には画面コピーを行いまして、それを印刷して報告書を作成

しまして、情報システムセキュリティー責任者の承認を得ることとします。 

 また、過去のログにつきまして、国税庁等への法定調書データ提供のログを含めまして、

既に確認いたしまして、エビデンスをとり、報告をしていることを併せて御報告いたしま

す。 

 以上が今回の特定個人情報保護評価で追加した事務の内容となります。御審議のほど、

よろしくお願いいたします。 

 ありがとうございました。 

○堀部委員長 御説明、ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、御質問、御意見をお願いします。 

 嶋田委員、どうぞ。 

○嶋田委員 御説明ありがとうございました。 

 しっかりとリスク対策は講じているように見えます。しかし、問題なる点もありました。

まず、法定調書及び公的年金等支払報告書の提出事務について本来は事後ではなく事前に

評価すべき重要な変更に該当する内容でありました。 

 それから、組織として評価書に記載したことを継続的にどのように実行していくかとい

う点が、体制的にわかりづらく、理解しづらいところがありまして、不安を感じました。 

 この点については、幹部のリーダーシップの下、対応していただく必要があると強く思

っております。 

 その中でも最低限、第１に、組織体制の見直し、第２に、点検の在り方、第３に、職員

の教育・研修について、委員会及び委員が納得できるような形で、組織として具体的な方

策を検討の上、評価書に記載していただきたいと思います。 

 以上です。 

○堀部委員長 ほかにいかがでしょうか。 

 それでは、ほかに御発言がありませんので、質疑応答はこれで終わりといたしますが、

農業者年金基金におかれましては、ただいまの嶋田委員の御発言を踏まえまして、評価書

の記載を修正していただきまして、それについて委員会として審査を進めていくこととし

たいと思います。 
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 修正点については、先ほど３点挙がっていましたので、事務局からも連絡させていただ

き、対応していただきたいと思います。 

○農業者年金基金 承りました。 

○堀部委員長 本日は御出席いただきましてありがとうございました。 

 ここで御退席いただきたいと思います。 

○農業者年金基金 どうもありがとうございました。 

（農業者年金基金退室） 

○堀部委員長 それでは、農業者年金基金に対しまして、全項目評価書の再提出を求めた

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、そのようにしたいと思います。事務局におきまして、再提出に係る手続を進

めてください。よろしくお願いします。 

○堀部委員長 本日の議題は以上です。 

 本日の会議資料ですが、資料１の評価書については、承認した後に委員会のホームペー

ジで公表したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、そのようにさせていただきます。 

 本日の会議は閉会といたします。今後の予定につきまして的井総務課長から説明をお願

いします。 

○的井総務課長 ありがとうございました。 

 次回は、９月22日金曜日の14時30分から行う予定でございます。 

 本日の資料は、ただいまの決定どおりに取り扱います。 

 本日は誠にありがとうございました。 


